
東北地方整備局 
 平成２４年 ５月３０日  

事業促進ＰＰＰの概要と今後の展開について 

第３０回 とうほくPPP･PFI協会例会 資料 



【東日本大震災以降、東北地方の広域的な大災害への備えと取り組みを強化】 
『被災地の復興支援』、『地域の防災力強化』、『事業の迅速化とコスト削減』、『災害対応力

の強化』を基本コンセプトとして重点的に展開 

３．被災市町村支援 
 1)市町村復興支援チームの設置 
 2)まちづくりサポートマップの作成 
 3)浸水リスクマップの作成      

２．施設の防災力強化 
 1)樋管樋門等の耐震化・操作の遠隔化 
 2)高速道路等への避難路の設置 
 3)道の駅の防災拠点化   

１．基盤となる施設整備 
 1)河川堤防の沈下による嵩上げ整備 
 2)海岸堤防高・構造の設定、景観検討を踏まえた整備  
 3)復興（支援）道路の早期整備   
  ①ハーフＩＣ、ダイヤモンドＩＣの導入、②復興道路会議等の設置、③事業促進ＰＰＰ、④入札・契約の工夫 
 4)港湾の産業・物流復興プランの策定 
 5)湾口防波堤の整備    

４．災害対応の迅速化・強化 
 1) Xバンドレーダーの整備（4基） 
 2)通信機器等の操作マニュアル化 
 3)蓄電池導入による停電対策 
 4)光ケーブルのループ化 
 5)災害対策車両の機能強化  

５．災害の啓発活動 
 1)震災パネル作成と展示会の実施 
 2)震災モニュメント保存と展示室の設置 
 3)震災VTRの作成 
 4)震災関係図書の収集 
 5)震災シンポジウムの開催      

６．地域の防災力強化 １）東北圏広域地方計画の見直し 2)東日本大震災教訓集の作成 １ 

東北地方整備局における震災後の主な取組 
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復興道路の早期整備 膨大な復興道路の事業 

新規事業化区間の延長 
（ｋｍ） 

三陸国道管内 
事業延長 

（三次補正前） 

新規事業化区間 
延長 

４３ｋｍ 

２２４ｋｍ 

約5倍 

青森河国 

岩手河国 

三陸国道 

仙台河国 
福島河国 
磐城国道 

三陸沿岸道路 

 ○新規事業化区間は、従来の三陸国道事務所の約5個分の事業量。 

２ 



  事業のスピードアップについて ① 

 ・平均的な事業期間 
 ○道路改築事業においての事業期間の平均は下記のとおりで、事業期 
 間は１４．４年、そのうち調査・設計等は６．４年、工事に要する期間が 
 ８．０年となっており、いかに短縮できるかが課題である。 

３ 
出典:社会資本整備審議会道路分科会  
    第３５回基本政策部会配布資料 



  事業のスピードアップについて ② 

４ 

・事業期間 
○ 事業期間の長短で比較すると、事業期間の短いものは用地取得までの工程 
を５年程度で終えており、長期間かかる事業（１４年程度）と比較すると事業の 
早期完成に大きく影響していると思われる。 
 

出典:社会資本整備審議会道路分科会  
    第３５回基本政策部会配布資料 



○「復興道路」を約１０年間で供用するための総合的な対策を実施 

１．合意形成 
     ・国と地域が一体となった事業推進（復興道路会議） 
     ・進捗状況の積極的公表等 

２．事業執行体制の強化 
     ・地整内、全国からの応援部隊投入【道路事業へ96名】 （総勢163名） 
     ・新規事業化区間への「事業促進ＰＰＰ(※)」の導入 
     ・関係機関の協力強化（用地取得、埋蔵文化財など）等 

３．入札・契約の工夫 
     ・手続きの簡素化 
       総合評価の簡略化（技術提案数の減）、期間の短縮（土日含） 
     ・発注ロットの大型化 
       トンネル工事、橋梁上下部工工事、舗装工事の大型化 
     ・復興JV制度の創設 
       被災３県の企業と被災地域外の企業との共同企業体       

４．事業環境の整備 
     ・発注者間および発注者と業界、資材生産側との密接な連絡調整 
     ・労務費・資材の高騰に対応する単価改訂と請負代金額の変更 

（※）ＰＰＰ：Public Private Partnership  

５ 

復興事業推進のための対策 



一日も早い完成に向けて「スピードアップ」が必要 

①「復興道路会議」を設置 

①県民への事業進捗への合意形成 
②国、県、市町村が一丸となって課題解決できる体制の構築 

（スピードアップのポイント） 

岩手県 （第1回）11月25日 （第2回）3月23日 
宮城県 （第1回）11月25日 （第2回）3月26日 
福島県 （第1回）11月26日 （第2回）3月21日 

県知事、現地対策本部長、関係市町村長 
東北地方整備局長 
地元経済界、マスコミ 

（会議の構成） 

（4月24日設立、初回会合） 

②三陸沿岸道路等用地連絡調整会議 

県（土地開発公社含む） 
関係12市町村 
国（東北地方整備局出先2事務所） 

（会議の構成） 

※より実務的調整、情報共有の場 

６ 

復興道路等の進め方 



◆復興道路会議 
宮城県（平成23年11月25日） 岩手県（平成23年11月25日） 

村井宮城県知事 達増岩手県知事 

福島県（平成23年11月26日） 

佐藤福島県知事 

復興に向けた動き（復興道路会議） 

７ 



復興道路の早期整備  膨大な業務の内訳 

○新規事業化区間において、今後、工事着手までの2～3年の間に、膨大な業務（調査・設
計、協議・調整、用地取得等）の実施が必要。 
 
○従来から行っている発注者の業務範囲を、発注者だけで実施することは困難。 
 
○そのため事業促進ＰＰＰを導入し、官民が連携して新規事業化区間の業務を実施。 

・予算管理 
・契約 
・最終判断・指示 

県教育委員会
との調整 森林管理署 

との調整 

関係機関との協議 
（公安委員会、道路、 
河川、鉄道、電力、 
電話、ガス、水道等） 

発注図書作成 
業務工程管理 
成果物確認 

発注図書作成 
業務工程管理 
成果物確認 

発注図書作成 
業務工程管理 
成果物確認 

 用地取得計画
調整及び用地
進捗管理 

 

事業ｽｹｼﾞｭｰﾙ案作成 
事業進捗管理 
発注業務間調整 

用地調査測量業務 
 
 ・幅杭設置 
 ・用地測量 
 ・補償額算定 

測量業務 

調査業務 
（地質、環境等） 

設計業務 

：従来、民間技術者が行っている業務 

：従来、発注者が行っている業務 

地元への説明 
（県、市町村、 

住民） 

８ 



 発注者支援型のＣＭ業務について 

９ 

・従来の工事監督体制とＣＭ方式を組み込んだ体制の比較 



ＣＭ業務の概要 

○発注後の工事（業務）
が対象 

・発注者が行ってきた、協議調整の施工前の業務が終了し 
 工事（業務）契約が完了してからの業務 

（※）ＣＭＲ：Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｎ Ｍａｎａｇｅｒ 
         （監督業務補完の技術者チーム） 

１０ 



※ＣＭ業務の事例 

１１ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
        

 
 
 ・事業進捗管理 
 ・業務工程管理 
 ・地元への説明 
 ・関係機関との協議・調整 
 ・用地取得計画調整 など 

事業促進ＰＰＰの導入 

○事業促進ＰＰＰでは、民間技術者チームが、従来、発注者の行ってきた協議 
 調整等の 施工前の業務を発注者と一体となって実施 

施工前段階の業務内容 

  
 
  
 
 ・測量業務 
 ・調査業務 
 ・設計業務 
 ・用地調査業務 
  など 

【民間技術者】 

法制度等により発注者
の実施が必要な領域 新たに民間においても 

実施可能とする領域（※） 

既に民間に委託
していた領域 

※ＰＰＰに委ねる業務内容については、発注者と民間が協議して判断。ただし、最終的な責任は発注者がとる。 

【発注者】 

・予算管理 
・契約 
・最終判断 
・指示   など 

 (１) 事業促進ＰＰＰの概要 

１２ 



復興道路の凡例 

事業促進ＰＰＰの導入 

○新規事業化区間を概ね１０～２０㎞毎に工区分けし、各工区毎に民間技術者チームを配置。 
 

○民間技術者チームは事務所チームと連携し、業務を実施。 

：供用中 

：事業中 

：新規事業化区間 

供用中 （事業中） （事業中） 

 Ａ工区 
１０～２０㎞ 

 Ｂ工区 
１０～２０㎞ 

 C工区 
１０～２０㎞ 

復興道路 
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 (２) 復興道路事業の推進体制 
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民間技術者チーム

測
量
受
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用
地
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管理技術者

主任技術者

調査設計
専門家

用地
専門家

施工
専門家

監督官

係長

担当者

事業管理
専門家

技術員

事業促進ＰＰＰの導入 

○民間技術者チームは、「事業管理」、「調査・設計」、「用地」、「施工」等のエキス 
 パート（専門家）で構成 
 

○それぞれが連携しながら、全体の最適な進め方を検討・実施。 

「事業促進PPP」導入後の事業実施体制 

調整 

協議 

調整 

１４ 

 (３) 事業実施体制 



１．協議・調整 

  地元との設計協議、関係機関との協議 等 

 

２．委託業務の進行管理 

  設計、調査等の委託中の業務の進行管理 等 

 

３．事業の進捗管理と提案 

  事業期間の短縮、事業の効率化に関する検討、提案 

 事業促進ＰＰＰの業務内容 

１５ 



 事業促進ＰＰＰのポイント 

○事業促進ＰＰＰのポイント 
 

１．事業の川上のマネジメントに初めて民間を活用 
 

       従来発注者のみでやっていた工事着手前の測量、調査、設計、用地取得 
       等の川上のマネジメントを民間と協力して実施する初めての試み。 
 
２．多様な知識・経験の集約により効率的に事業を促進 
 

     直轄技術者と設計、施工等の民間技術者が協力して業務を遂行。 
       これにより設計から施工まで様々な視点からみて効率的な事業推進が 
   可能となる。 
 
３．官民一体の専任チームが現地に常駐し地域を重視して 
     事業を実施 
 

       新規事業区間を10～20kmの工区に分割。 
       工区ごとに推進チームを配置。 
       チームは、現地（三陸）に常駐し専任で事業マネジメントを担当。 

１６ 



 入札契約手続きの状況 ① 

ＰＰＰ実施１０工区設定【位置図】 

１工区あたり平均10～20ｋｍ 

三陸沿岸道路として１０工区を設定 

【工区設定の考え方】 

○基本的に新規事業区間
毎に１工区を設定 
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⑩洋野工区（２０ｋｍ） 

⑨普代久慈工区（２５ｋｍ） 

⑧田老普代工区 （２０ｋｍ） 

⑦宮古田老工区（２１ｋｍ） 

⑤山田宮古工区（１４ｋｍ） 

④吉浜釜石工区（２０ｋｍ） 

③陸前高田工区（８ｋｍ） 

②気仙沼唐桑工区（１０ｋｍ） 
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気仙沼 
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 入札契約手続きの状況 ② 

 １）公告以降の経緯 
    ・平成２４年３月２１日       簡易公募型プロポーザル方式にて公告     
    ・平成２４年４月１７日       資格申請書及び技術提案書の提出期限 
    ・平成２４年４月２３～２７日    各参加者へのヒアリング 
    ・平成２４年５月１８日       各工区担当の特定 
    ・平成２４年５月下旬        各工区担当者との契約予定 
 

 ２）選定方法 
  ① 簡易公募型プロポーザル方式に準じた手続きにより、10工区について 

     一括して参加者を募集。 応募の際に、技術提案とあわせて10工区すべ 
     てについて受注を希望する順位表を提出。 
    ② 提出された技術提案の内容を審査し、評価点の上位の者から順に10 
     者を特定。 
    ③ 評価点の上位の者から順に、担当を希望する工区の順位表に基づき、     
     担当工区を決定。 
 

  ３) 履行期間 
       契約締結の翌日～平成２６年３月３１日 
  

１８ 



 ・受注者の選定方法 

・提出された技術提案書の内容及び管理技術者、主任技術者 
を対象としたヒアリングにより評価を行う。 
 

 １）評価項目 
  ①ヒアリング（取り組み意欲、応答性） 
  ②実施方針（業務理解度、実施体制） 
  ③特定テーマに対する技術提案 
 

 ２）特定テーマの項目 
  ①予定管理技術者の道路事業に関する実務経験を踏まえ、 
  事業管理を的確に実施する上でのポイント 
  ②本業務の目的を達成する上で考慮すべき項目並びに目的 
  の達成に有効と考えられる提案   
 

 ３) 評価結果に基づき評価点を算出し、上位１０者を特定 
   

１９ 



 入札契約手続きの状況 ③ 

 ・企業の参加資格要件 

 １）入札参加希望者の形態 
  企業単体または設計共同体（ＪＶ） 
 

 ２）参加資格 
  ①単体企業の場合 
    土木関係コンサルタント業務に係る一般参加競争参加資格の認定 
    （認定を受けていない者も、認定を受ける前提で参加が可能） 
 

   ②設計共同体（ＪＶ）の場合 （構成員数の制限は無い） 
    ＪＶ構成員のいずれかが土木関係建設コンサルタント業務に係る一般競 
   争参加資格の認定を受けていること。 
 
 ３）実績要件：下記のいずれかの実績  
   ①自動車専用道路又は一般国道の調査・設計業務に関する実績 
   ②自動車専用道路又は一般国道の新設・改築工事に関する実績 
   ③公共工事の用地調査等業務に関する実績 
   ④ＰＭ又はＣＭの実績 

２０ 



 入札契約手続きの状況 ④  
・担当技術者の参加資格要件 １ 

２１ 

 【管理技術者】 
 

  ①非専任、非常駐（ただし、週1回以上、現地での打合せ） 
   主任技術者との兼務可、他工区との兼務は不可 
     JVの場合は、代表者が管理技術者を配置 
 
   ②実績要件：下記のいずれかの実績（資格の規定無し） 
  １）道路に関する技術者としての実務経験を10年以上有し、その実務経 
    験の中で、下記のいずれかの経験 
     ・自動車専用道路または一般国道の調査・設計業務又は新設・改築 
     工事に関し、指導的立場で従事した経験（１件以上）を有すること 
   ２）自動車専用道路または一般国道のＰＭまたはＣＭに指導的立場で 
    従事した経験 
   ３）道路分野において十分な技術的実務経験（２０年以上）    



 入札契約手続きの状況 ⑤  
・担当技術者の参加資格要件 ２  

２２ 

 【主任技術者】 
 

  ①専任とし現場に常駐 
   いずれの主任技術者とも兼務は不可 
   「事業管理」「調査設計」「用地」「施工」の実務経験者を配置 
 
   ②実績要件 
   管理技術者の要件から指導的立場を除いた実務経験。 
   ただし、用地の専門家のみ、補償業務管理士（８部門のいずれか）又

は用地業務の実務経験１０年以上 
 
  ③資格要件：用地以外は下記のいずれかの資格を有する者 
    １）技術士（総合技術監理部門（建設）または建設部門（選択科目を土質 
     及び基礎、鋼構造及びコンクリート、都市及び地方計画、道路、トンネル、 
     施工計画、施工設備及び積算、建設環境のいずれかとする）） 
    



 入札契約手続きの状況 ⑥  

 

   ２）土木学会特別上級技術者、土木学会上級技術者又は土木学会１級 
    技術者 
 

   ３）ＲＣＣＭ（技術士部門と同様の部門に限る） 
 

   ４）1級土木施工管理技士 
 
 
 【担当技術者】 
 

    ①専任とし現場に常駐、いずれの技術者とも兼務は不可 
 
    ②業務実績・資格要件の規定無し 
    

・担当技術者の参加資格要件 ３ 

２３ 



 １）本業務の参加表明者及び参加表明者と資本面・人事面で
関係がある者が、本業務の担当工区の範囲内の業務を既に
受注している場合においても、本業務の入札に参加できる。 

 
   ただし、中立・公平性を確保するため、同一工区内にお

いて、本業務受注者及び本業務受注者と資本面・人事面で
関係がある者が受注している業務については、本業務受注
者の業務範囲の対象外とする。 

        

 中立性・公平性の確保 

(１) 中立・公平性 

２４ 



 ２）業務・工事等に関する事後制限（※参加資格には該当しない） 
 

   本業務受注者及び本業務受注者と資本面・人事面で関係
がある者は、本業務の担当工区の範囲内の業務または工事
等（本契約以降に発注されるものに限る）の入札に参加し
てはならない。 

 
   また、業務の技術者の出向・派遣元及び、出向・派遣元

と資本面・人事面で関係のある者は、本業務の履行場所の
範囲内の業務及び工事等（本契約以降に発注されるものに
限る）の入札に参加してはならない。 

 
      

 中立性・公平性の確保 

(２) 中立・公平性 

２５ 



  参加状況について 

   

 (１) 参加者の内訳 ① 

 ①参加者内訳 

   全体：２４者 

②全体参加社数内訳 
 全体：７３社 

 （複数参加 ５社） 

 

参加者内訳
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ゼネコン コンサル（複数参加 ３社） 

２６ 



 参加状況について 

   

２７ 

 (２) 参加者の内訳 

③参加者（業種） 
     内訳 

②ＪＶ参加構成社数 
内訳  

設計共同体参加社数内訳
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参加共同体業種内訳
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 今後の展開  

  平成２４年６月１日からの業務開始に向けて 
 
  １）担当工区における具体的内容の決定 
   ・担当工区の状況に応じた業務内容への対応。 
 
  ２）提案書内容に応じた業務の進め方 
   ・合同会議の開催 等 
    ・三陸沿岸道路事業に係る、統一設計基準の策定やＰＭツール・情報共有 
    ツールの統一化 
     
  ３）各工区毎の情報共有手法の構築 
     

２８ 

 (１) 担当工区での業務 



 今後の展開 

 例えば・・・ 
 
 ○早期復興、地域優先、誠実に勝るものなしの基本姿勢の実践 
 
 ○官民の境を取り除きチームとして心を一つにして一体的に行動 
          
 ○共通の現状認識に基づく明確な目標の設定 
 
 ○守秘義務の徹底と情報の共有 
 
 ○特定の利害を徹底排除し公正に業務を遂行 
 
   

２９ 

 (２) 事業促進ＰＰＰの心得 



 今後の展開 

 例えば・・・ 
 

 ○当該区間を完成させるための段取り（目標業務工程）を描く 
 
 ○目標達成のための課題を整理し、局、事務所、工区単位で 
  分担して克服 
          
 ○目標業務工程に基づき進捗管理、定期的に工程をレビュー 
  し改善 
  例：マネジメント方法 
     →マネージャー会議、進捗報告、情報通信技術の活用 等 
  
   

３０ 

 (３) 事業促進ＰＰＰの進め方 



○目標      一日も早い被災地の復興 

○達成手段   公正で効率的な新しい仕事の進め方 

○コンセプト   施工から川上分野へ 

            発注者支援から官民連携へ 

            それぞれからハイブリッドへ 

○思い      将来に向けてのプラットフォーム 

          （官民連携、災害対応、技術者不足等） 

  事業促進ＰＰＰにおける今後の展望 

３１ 
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